
別記様式第２（第５条関係） 

生 産 緑 地 買 取 申 出 書 

 

令和  年  月  日 

多 摩 市 長 殿 

 

申 出 を す る 者 
住所 ○○○一丁目△△番地○○ 

氏名      △△ △△ 実印 

 

 

生産緑地法第１０条の規定に基づき、下記により、生産緑地の買取りを申し出ます。 

 

記 

 

 
１ 買取申し出の理由 

 

 

２ 生産緑地に関する事項 

 

所在及び地番 地目 地籍 
当該生産緑地に存する所有権以外の権利 

種類 内容 当該権利を有する者の氏名及び住所 

多摩市 

例） 

○○一丁目 

○○番地○○ 

 

例） 

畑 

㎡ 

例） 

１２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参考事項 

（１） 当該生産緑地に存する建築物その他の工作物に関する事項 

所在及び地番 用途 

構造 

の 

概要 

延べ 

面積 

当該工作物の

所有者の氏名

及び住所 

当該工作物に存する所有権以外の 

権利 

種類 内容 
当該権利を有する者 

の氏名及び住所 

多摩市 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 買取り希望価格 

（３）その他参考となるべき事項 

 

 

記 入 例 

②「申出をする者」 
・申出をする生産緑地の所有者、お住まいのご住所をご記入ください。 

・複数の方が所有されている場合は、所有者全員のご住所、氏名、実印の

押印が必要です。（欄外もしくは割印をした別紙でも可能です。） 

① 「申出年月日」 
空欄のままで、お持ちください。 

窓口で内容を確認させていただいた後に、ご

記入していただきます。 

③「買取申し出の理由」 
例）「主たる従事者の死亡に伴う相続」、「主たる従事 

者の故障」、「生産緑地指定から３０年経過」など 

○○○一丁目△△番地○○ 

△△ △△  実印 

④「生産緑地に関する事項」 

 原則、土地登記簿謄本（土地全部事項証

明書）に記載されている内容をご記入くだ

さい。ただし、登記情報が実態と異なって

いる場合には、事前にご相談ください。 

なお、筆の一部を買取申し出することは

できないので、申出前の分筆が必要です。 

 

⑥「当該生産緑地に存する建築物その他

の工作物に関する事項」 

建築物その他の工作物がある場合に、ご記入く

ださい。登記の有無は問いません。 

⑦「買取り希望価格」 

 ご記入ください。ただし、買

取りが成立した場合の金額を

決定するものではございませ

ん。 

⑧「その他参考とな

るべき事項」 

特になければ記入は不

要です。 

令和４年１月１２日 

都市計画課作成 

⑤「当該生産緑地に存する 

所有権以外の権利」 

所有権以外の権利が設定されている場合にご記

入ください。 

併せて、所有権以外の権利者から「今般の買取

申出について、多摩市が買い取る旨を通知した場

合は、当該権利を消滅させることに同意する。」旨

の書面を、記名、実印押印（印鑑登録証明書添付）

のうえで、ご提出ください。 

また、鉄塔設置等に伴い地上権が設定されてい

る場合には、「今般の買取申出について、多摩市が

買い取る旨を通知した場合は、当該権利を消滅さ

せないことを前提として同意する。」旨の書面を、

記名、実印押印（印鑑登録証明書添付）のうえで、

ご提出ください。 


